
第１ シンポジウム
日 時：平成２２年９月２日(木) 午後１時００分～午後５時００分

場 所：弁護士会館 ３階 ３０１

参 加 費：１，０００円

プログラム：（日本語・英語同時通訳）

⑴ 米国ＡＤＲの現状と課題 レポーター ダン・ワイツ弁護士

⑵ 米国の調停人の養成の現状と課題 同 リーラ・ラブ教授

⑶ 「アジア調停者円卓会議 報告」 同 レビン小林久子教授

⑷ 日本のＡＤＲの現状と課題 同 棚瀬孝雄 弁護士

⑸ 岡山弁護士会の挑戦 同 鷹取 司 弁護士

⑹ フルディスカッション レポーター５名＋出井直樹弁護士＋参加者

－自由な参加者の会場発言と共に－

・ 飛躍的なＡＤＲの普及の実現 ・ 効果的な調停人養成の工夫

第２ 懇親パーティー
日 時：平成２２年９月２日(木) 午後５時３０分～午後７時３０分

場 所：弁護士会館 ５階 ５０２ＡＢＣ

参 加 費：４，０００円

○主催 日米ＡＤＲシンポジウム実行委員会

○共催 東京弁護士会 第二東京弁護士会 社団法人日本仲裁人協会

日本におけるより良きＡＤＲの実現と飛躍的普及を目指し

て
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決センター副委員長

日本医療メディエー

ター協会理事

ＡＤＲ関係の著書・論

文多数

棚瀬 孝雄 弁護士

（東京）
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○協力 九州大学法学府国際コース

○問合・申込先 日米ＡＤＲシンポジウム実行委員会

副委員長 弁護士 鈴木康仁（電話 03-6213-0160 ＦＡＸ 03-6213-0161）

○ホームページ http://www.nichibei‐adr.com
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登録。

平成９年３月の岡山仲

裁センター設立に際し，

設立準備部会の座長。

設立後，初代運営委員

長。平成１９年３月の行

政仲裁センター岡山，平

成２１年９月の医療仲裁

センター岡山の各設立

に関与。

１９９３年よりニューヨーク

州政府認定の非営利市

民保護団体セイフホライ
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院、大学院国際コースで
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日米ＡＤＲシンポジウム実行委員会 担当 鈴木 康仁  宛 

(FAX 03-6213-0161) 

                                     

協 賛 申 込 書 
 

下記のうちチェックしたものに申し込みます。 
 

Ａ □ 協賛団体として協賛する 〔   口      円を寄金する〕 

  (注) 協賛団体は、本シンポジウムのパンフレット・ポスター・ホームページ

等に協賛団体として掲載させていただき、一団体数名を本シンポジウムに

ご招待させていただきます。また、報告書及びＤＶＤ（シンポ内容）を後

日、送付させていただきます。協賛金は一口５万円で一口以上です。 

Ｂ □ 協賛人として協賛する  〔   口      円を寄金する〕 

  (注) 協賛人は、本シンポジウムのパンフレット・ポスター・ホームページ等

に協賛人として掲載させていただき、本シンポジウムにご招待させていた

だきます。また、報告書及びＤＶＤ（シンポ内容）を後日、送付させてい

ただきます。協賛金は一口１万円で一口以上です。 
 

※「ご招待」は、第一部シンポジウム、第二部懇親パーティー共にご招待です。 
 

＜寄付・協賛金等振込先＞ 【金融機関】 ゆうちょ銀行  【店  番】 ００８  

【店 名】 〇〇八（読み ゼロゼロハチ） 

【預金種目】 普通預金    【口座番号】 ５５９０２８０ 

【加入者名】 日米ＡＤＲシンポジウム実行委員会 

                                     

出 席 申 込 書 
 

下記のうちチェックしたものに申し込みます。 
 
シ ン ポ ジ ウ ム(1,000 円)に  口 参加する（   人）  □ 参加しない 
 
懇親パーティー(4,000 円)に  口 参加する（   人）  □ 参加しない 

 

※ 協賛団体、協賛人はご招待になります。 

                                            
 

氏   名  

連絡先住所 

〒 

 

電 話 番 号  ＦＡＸ番号  

ﾒ ｰ ﾙ ｱ ﾄ ﾞ ﾚ ｽ  

 
＊ご連絡いただいた情報は実行委員会の目的に必要な範囲でのみ使用し、厳正な管理のもと他の目的

には使用いたしません。 
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